
交通安全スローガン事件 

ボク安心 ママの膝より チャイルドシート 

東地130530 

ママの胸より チャイルドシート 

全国交通安全スローガン最優秀賞 

交通安全テレビＣＭ 

争点： 

１ スローガンの著作物性の有無 

２ 著作権（複製権）侵害の有無 

１：著作権法における「創作的に表現したもの」とは、厳密な意味で、独創性
の発揮されたものであることまで求められないが、作成者の何らかの個
性が表現されたものであることが必要であるが、スローガンは個性が十
分発揮されており著作物性を有する 

２：スローガンの創作性を根拠付ける部分で相違しており複製権を侵害しな
い 
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